
別記様式第２号（法第７条関係）

生産方式革新実施計画

１　申請者の概要
	申請者（代表者）

	1 氏名又は名称： 
（法人その他の団体の場合はその代表者の氏名： 　　　　　）

2 住所又は主たる事務所の所在地： 

3 連絡先
・電話番号：
・E-mail：
・担当者名：（法人の場合）

	申請者

	1 氏名又は名称： 
（法人その他の団体の場合はその代表者の氏名： 　　　　　）

② 住所又は主たる事務所の所在地： 

③ 連絡先
・電話番号：
・E-mail：
・担当者名：（法人の場合）

	申請者

	1 氏名又は名称： 
（法人その他の団体の場合はその代表者の氏名： 　　　　　）

② 住所又は主たる事務所の所在地： 

③ 連絡先
・電話番号：
・E-mail：
・担当者名：（法人の場合）


注１　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
２　申請者が個人の場合であって、「住所」が「主たる事務所の所在地」と異なるときには、「住所」及び「主たる事務所の所在地」を併記すること。
３　特例措置を活用する者は、各々の者ごとの計画内容を別紙１で整理すること。

２　生産方式革新事業活動の促進に資する措置の有無
計画に以下の者（促進事業者）が行う促進措置に関する事項が含まれる場合はチェックすること。
	□
	スマート農業技術活用サービス事業者

	□
	食品等事業者


注１　スマート農業技術活用サービス事業者、食品等事業者が行う促進措置に関する事項が含まれる計画の場合は、それぞれ別紙２、別紙３を提出すること。

３　特例措置の活用の有無
[bookmark: _Hlk159938192]活用を希望する特例措置にチェックすること。
	□
	日本政策金融公庫の長期・低利の資金（スマート農業技術活用促進資金）の貸付け

	□
	税制特例（スマート農業技術活用投資促進税制） 

	□
	農地法の特例

	□
	航空法の特例

	□
	野菜生産出荷安定法の特例


※計画に参加する者が活用する全ての特例措置にチェックすること。

４　生産方式革新事業活動に関する事項
（１）農業経営の概況
	経営の状況
	営農類型
	

	
	経営規模
	

	
	農業機械等の
所有・活用状況
	

	
	労働力
	

	
	その他特記事項
	

	経営上の課題
	


注１　本計画に基づき生産方式革新事業活動を行う農業者等全体に係る現状の営農類型（主な品目、畜種等）、経営規模（経営面積、飼養頭羽数、生産量）、農業機械等の所有・活用状況、労働力等の概況について簡潔に記載すること。

（２）生産方式革新事業活動の実施期間
	実施期間：　　　年　　　月　～　　　　年　　　月（目標年度）


[bookmark: _Hlk166141382]注１　５年以内で定めること。
２　果樹等永年性作物の植栽その他特段の事情を有する場合は10年以内とすること。
３　計画に参加するスマート農業技術活用サービス事業者・食品等事業者がスマート農業技術活用投資促進税制を活用する場合は、７年以上、かつ、特例の対象となる機械・装置の耐用年数に照らして適切な期間とすること。

（３）生産方式革新事業活動の目標
	
	Ａ 現状
	Ｂ 計画終了時の目標
	変化率（％）
（（Ｂ－Ａ）／Ａ）

	ａ 付加価値額※注１
	
	
	

	ｂ 労働投入量※注２
	
	
	

	労働生産性
（ａ／ｂ）
	
	
	


注１　計画に係る品目に係る農業者全員の営業利益、人件費及び減価償却費を合計した額を記載すること。以下同じ。
２　「農業者全体の取組人数と労働時間の積（総労働時間）」又は「農業者全体の取組人数」を記載すること。以下同じ。
[bookmark: _Hlk178713665]
（４）生産方式革新事業活動の内容
	[bookmark: _Hlk148012504]Ａ　対象品目
	

	Ｂ　スマート農業技術を活用した農産物の生産又は農業経営管理の内容
	

	[bookmark: _Hlk165549589]Ｃ　スマート農業技術の効果を十分に発揮させるために導入する新たな生産の方式
	分類
	□
	イ
	スマート農業技術を活用した作業効率の向上に資するほ場の形状、栽培又は飼養の方法、品種等の導入

	[bookmark: _Hlk170823724]
	
	
	
	□
	農地の区画拡大や区画整理整備等の基盤整備を行う場合

	[bookmark: _Hlk170818780]
	
	□
	ロ
	スマート農業技術の活用による機械化体系に適合した農産物の出荷方法の導入

	
	
	□
	ハ
	スマート農業技術で得られるデータの共有等を通じた有効な活用方法の導入

	
	
	□
	ニ
	その他（スマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じてその効果の十分な発揮のために不可欠な生産の方式）

	
	内容※注1
	

	Ｄ　ＢとＣの関連性
	

	Ｅ　計画参加者の内訳
	農業者等
	者

	
	スマート農業技術活用サービス事業者
	者

	
	食品等事業者
	者


注１　基盤整備を実施する場合（項目Ｃのイで、基盤整備にチェックした場合）は、活用する事業名、地区名、工事の実施時期、実施内容についても記載すること。

（５）生産方式革新事業活動の規模
①　経営面積の状況（計画参加農業者の合算）
【面積単位：ha】
	年度
	現状
（令和○年度）
	目標年度
（令和○年度）

	対象品目の栽培面積（Ａ）
	
	

	対象品目の栽培面積のうち生産方式革新事業活動に取り組む面積※注１（Ｂ）
	
	

	
	新たな生産の方式を導入する面積
	うち取組イ※注２
	
	

	
	
	うち取組ロ※注２
	
	

	
	
	うち取組ハ※注２
	
	

	
	
	うち取組ニ※注２
	
	

	目標年度における面積の割合
（Ｂ／Ａ）
	
	％


注１　「対象品目の栽培面積のうち生産方式革新事業活動に取り組む面積」には、既に導入を済ませている面積も含めること。
２　「新たな生産の方式を導入する面積」のうちイ、ロ、ハ、ニは、４（４）のＣの類別毎の取組面積を記載すること。
[bookmark: _Hlk178238136]３　売上高で比較する場合は、単位を変更するとともに、項目を「対象品目の売上高」「対象品目の売上高のうち生産方式革新事業活動により生産した農産物の売上高」「新たな生産の方式により生産した農産物の売上高」「目標年度における売上高の割合」に変更すること。また、飼養頭数で比較する場合も、項目及び単位を同様に変更すること。

②　スマート農業技術の活用に要する費用に係る考え方
	



（６）所得の状況（計画参加農業者の合算）
	年度
	計画参加農業者の所得合計（百万円）

	現状（令和○年度）
	百万円

	目標年度（令和○年度）
	百万円


注１　目標年度における計画に係る品目に係る所得が、計画実施前（現状値）以上で、かつ正となるようにすること。

５　生産方式革新事業活動の実施体制
	


注１　生産方式革新事業活動の実施に必要な体制及び人員について記載すること。
２　申請者が複数の場合、又は、促進事業者がいる場合には、あわせて、それぞれの役割や連携体制等について記載すること。

６　促進事業者が税制特例を活用する計画の場合の特記事項
※促進事業者が税制特例を活用しない場合は記載不要。
（１）労働生産性に関する事項
	
	Ａ 現状※注１
	Ｃ ５年後の目標
	変化率（％）
（Ｃ－Ａ）／Ａ）

	ａ 付加価値額
	
	
	

	ｂ 労働投入量
	
	
	

	労働生産性
（ａ／ｂ）
	
	
	


注１　４（３）Ａの値を記載すること。

（２）作付面積に関する事項
	農業者等の行う農業の総作付面積※注１

	現状（令和○年度）
	目標年度（令和○年度）

	ha
	ha


注１　売上高で比較する場合は、項目及び単位を変更するとともに、項目を「農業者等の行う農業に係る総売上高」に変更すること。また、飼養頭数で比較する場合も、項目及び単位を同様に変更すること。

７　確認事項
	□
	本計画に参加する農業者等（団体の場合はその構成員）が、各々で生産方式革新事業活動を実施すること

	□
	本計画で導入する施設・設備等が「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」（令和２年３月農林水産省策定）で対象として扱うデータ等を保管する場合は、導入する者がそのデータ等の取扱いについて、当該ガイドラインに準拠した契約を締結すること

	□
	計画内の営業秘密に関する検討を行い、保護すべき営業秘密がある場合は、「農業分野における営業秘密の保護ガイドライン」（令和４年３月農林水産省策定）に準拠した取組を行うこと

	□
	生産方式革新事業活動の実施に当たっては、「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」等を踏まえた農作業の安全対策に努めること

	□
	生産方針革新事業活動の実施に当たり、農業に由来する環境への負荷の低減に配慮していること

	□
	地方公共団体その他の関係者との連携を図ること等により、当該生産方式革新事業活動が関係する各種施策と調和して行っていること

	□
	特例を活用する場合に、特例に関係する各機関に対し、認定を受けた本計画の内容を、農林水産省から提供することに同意していること



（添付書類）
以下の書類を添付すること。
□　本計画で活用するスマート農業技術が組み込まれた農業機械等の性能等が確認できる書類

必要に応じて、以下の書類を添付すること。
□　本計画で導入する新たな生産の方式が、活用するスマート農業技術の効果を十分に発揮するものであることを確認できる書類

農業者等が特例措置の活用を希望する場合は、特例措置の活用を希望する農業者等ごとに該当する以下の書類を添付すること。

	□
	日本政策金融公庫の長期・低利の資金（スマート農業技術活用促進資金）の貸付け
	別紙１、別表３※

	□
	税制特例（スマート農業技術活用投資促進税制）
	別紙１、別表３

	□
	農地法の特例
	別表４、５、６

	□
	航空法の特例
	別表７

	□
	野菜生産出荷安定法の特例
	別表８


※　設備等を導入する場合は、別表３を添付すること。

食料システム構築計画のみなし措置の活用を希望する場合は、当該措置の活用を希望する農業者等ごとに以下の書類を添付すること。
□　別表９


（別表１）

生産方式革新事業活動に必要な資金の額及びその調達方法

【金額単位：千円】
	氏名
	調達
予定
年度
	使途・
用途
	事業費
	資金調達

	
	
	
	
	補助金
	スマート農業技術活用促進資金
	その他借入金・出資金
	その他（自己資金等）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注１　計画に参加する農業者等（構成員を含む。）のうち、資金の調達を行う者の全てを記載すること。
２　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
３　「使途・用途」については、生産方式革新事業活動に必要となる設備等導入資金、運転資金等について具体的に記載すること。
４　安全性検査の対象となっている農用トラクター（乗用型・歩行型）、田植機、コンバイン（自脱型）又は乾燥機（穀物用循環型）を導入する場合は、使途・用途の欄に販売開始日を記載すること。
ただし、令和７年度以降新たに発売される型式のものを導入する場合にあっては、安全性検査に合格したことがわかる書類を添付すること。



別紙１

[bookmark: _Hlk161238315]農業者等の生産方式革新事業活動の取組※

※　スマート農業技術活用促進資金、スマート農業技術活用投資促進税制の活用を希望する農業者等ごとに記載すること。

	農業者等

	1 氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　
（法人の場合はその代表者の氏名：　　　　　　）
2 住所又は主たる事務所の所在地：
3 連絡先
・電話番号：　　　　　　　　　　　　　　
・E-mail：



１　生産方式革新事業活動に関する事項
1 生産方式革新事業活動の内容
各項目について、計画内で同一の取組を行う場合は、「計画本体４の（４）のとおり」と記載すること。
	Ａ　品目
	

	Ｂ　スマート農業技術を活用した農産物の生産又は農業経営管理の内容
	

	Ｃ　スマート農業技術の効果を十分に発揮させるために導入する新たな生産の方式
	分類
	□
	イ
	スマート農業技術を活用した作業効率の向上に資するほ場の形状、栽培又は飼養の方法、品種等の導入

	
	
	
	
	□
	農地の区画拡大や区画整理等の基盤整備を行う場合

	
	
	□
	ロ
	スマート農業技術の活用による機械化体系に適合した農産物の出荷方法の導入

	
	
	□
	ハ
	スマート農業技術で得られるデータの共有等を通じた有効な活用方法の導入

	
	
	□
	ニ
	その他（スマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じてその効果の十分な発揮のために不可欠な生産の方式）

	
	内容※注1
	

	Ｄ　ＢとＣの関連性
	


注１　基盤整備を実施する場合（項目Ｃのイで、基盤整備にチェックした場合）は、活用する事業名、地区名、工事の実施時期、実施内容についても記載すること。

2 経営面積の状況
【面積単位：ha】
	年度
	現状
（令和○年度）
	目標年度
（令和○年度）

	総作付面積（Ａ）
	
	

	対象品目の栽培面積
	
	

	対象品目の栽培面積のうち生産方式革新事業活動に取り組む面積※注１（Ｂ）
	
	

	
	新たな生産の方式を導入する面積
	うち取組イ※注２（Ｃ）
	
	

	
	
	うち取組ロ※注２
	
	

	
	
	うち取組ハ※注２
	
	

	
	
	うち取組ニ※注２
	
	

	目標年度における面積の割合
	（Ｂ／Ａ）
	
	％

	
	（Ｃ／Ｂ）
	
	％


注１　「生産方式革新事業活動に取り組む面積」には、既に導入済の面積も含めること。
２　「新たな生産の方式を導入する面積」のうちイ、ロ、ハ、ニは、１の①Ｃの類別毎の取組面積を記載すること。
３　売上高で比較する場合は、項目及び単位を変更するとともに、項目を「総売上高」「対象品目の売上高」「対象品目の売上高のうち生産方式革新事業活動により生産した農産物の売上高」「新たな生産の方式により生産した農産物の売上高」「目標年度における売上高の割合」に変更すること。また、飼養頭数で比較する場合も、項目及び単位を同様に変更すること。

２　経営の持続性の確保に関する事項
	申請者名：
	現状
（○年○月期）
	目標
（○年○月期）

	ア：経営規模
	
	

	イ：収入
	
	

	ウ：経営費（生産コスト）
	
	

	エ：所得（イ－ウ）
	
	


注１　目標年度における計画に係る品目に係る所得が、計画実施前（現状値）以上で、かつ正となるようにすること。
２　「ア：経営規模」には、計画に係る品目に係る経営面積や飼養頭羽数、生産量、労働力等のいずれかの現状値及び目標値を記載すること。
３　「エ：所得」には、計画に係る品目に係る所得の現状値及び目標値について記載すること。
４　イ、ウ、エに記載する数値は概数でも差し支えない。



別紙２

スマート農業技術活用サービス事業者が行う促進措置に関する事項※
※計画に参加するスマート農業技術活用サービス事業者ごとに記載すること。

	スマート農業技術活用サービス事業者

	①氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　
（法人その他の団体の場合はその代表者の氏名：　　　　　　）
②住所又は主たる事務所の所在地：
③連絡先
・電話番号：　　　　　　　　　　　　　　
・E-mail：
・担当者名：
④業種：□専門作業受注型　　　□機械設備供給型
□高度人材供給型　　　□データ分析型


注１　個人の場合であって、「住所」が「主たる事務所の所在地」と異なるときには、「住所」及び「主たる事務所の所在地」を併記すること。
　２　主たる事務所が計画産地と異なる都道府県内にあって、拠点・事務所が計画産地と同一の都道府県内にある場合は、当該拠点・事務所の住所を記載すること。
３ 「④業種」には、以下に示す分類のうち該当するものにチェック（✓）を付けること。複数の業種に該当する場合（複合サービス型）には、該当する業種全てにチェック（✓）を付けること。
専門作業受注型：農業者等に代わって農作業を行う業種
機械設備供給型：農業者等に農業機械等をレンタル等により使用させる業種
高度人材供給型：農業に関する高度な知識又は技術を有する者を派遣させる業種
データ分析型：農業に関するデータの収集、整理や分析を行い、その結果を提供又は指導、助言等を行う業種

１　スマート農業技術活用サービス事業者が行う促進措置の内容
	経営の状況
	

	スマート農業技術活用サービスの内容
	

	計画産地外におけるスマート農業技術活用サービス事業者の取組
	



２　設備等の導入に関する事項
※設備等の導入を行わない場合は記載不要
	導入時期
	番号
	設備等の種類・名称／型式
	左記の
販売開始日※注３
	単価
（千円）
	数量
	金額
（千円）
	特例
措置

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	合計
	
	


注１　「設備等」とは、機械・装置、器具・備品、プログラム、建物、建物附属設備、構築物のことをいう。
２　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 
３　スマート農業技術活用サービス事業者が導入するスマート農業機械について、スマート農業技術活用投資促進税制の活用を希望する場合は、当該機械の販売開始日を記載すること。
４　安全性検査の対象となっている農用トラクター（乗用型・歩行型）、田植機、コンバイン（自脱型）又は乾燥機（穀物用循環型）を導入する場合は、当該機械の販売開始日を記載すること。　
ただし、令和７年度以降新たに発売される型式のものを導入する場合にあっては、安全性検査に合格したことがわかる書類を添付すること。
５　「特例措置」の欄には、当該設備等の導入に当たって活用予定の特例措置に応じて、下記の記号 （ア、イ）を記載すること。 
ア：スマート農業技術活用促進資金（日本政策金融公庫による融資）
イ：スマート農業技術活用投資促進税制

３　促進措置の用に供する設備等により提供する役務に関する事項
※設備等の導入を行わない場合は記載不要。
	番号
	新たに導入を行う設備等の名称
	目標年度における設備等を活用して提供する役務の量※注３
	アのサービスの割合（％）
（ア/(ア＋イ)）

	
	
	本計画に含まれる農業者等へのサービスの提供
（ア）
	本計画外へのサービスの提供
（イ）
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注１　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
[bookmark: _Hlk178242106]２　「番号」の欄は、２の番号と対応するよう記載すること。
３　役務の売上や稼働面積等、定量的に把握可能な量を記載すること。

４　税制特例（スマート農業技術活用投資促進税制）を活用する場合の特記事項
（１）取組面積等
【面積単位：ha】
	目標年度における農業者等の行う生産方式革新事業活動に係る作付面積※注１
（ウ）
	目標年度における農業者等の行う農業に係る総作付面積※注２
（エ）
	割合（％）
（ウ／エ）

	
	
	


注１　別記様式第２号の４（５）①の「対象品目の栽培面積のうち生産方式革新事業活動に取り組む面積」の値を記載すること。
２　別記様式第２号の６（２）の農業者等の行う農業の総作付面積のうち「目標年度」の値を記載すること。
３　売上高で比較する場合は、項目を「目標年度における農業者等の行う生産方式革新事業活動により生産した農産物の売上高」「目標年度における農業者等の行う農業により生産した農産物の総売上高」に変更すること。また、飼養頭数で比較する場合も、項目及び単位を同様に変更すること。

（２）取組内容
	生産方式革新事業活動の詳細（①）
	


[bookmark: _Hlk178701743]
【面積単位：ha】
	目標年度における①の取組に係る農産物の作付面積
（オ）
	目標年度における農業者等の行う生産方式革新事業活動に係る作付面積 ※注１
（カ）
	割合（％）
（オ／カ）

	
	
	


[bookmark: _Hlk178241190]注１　別記様式第２号の４（５）①の「対象品目の栽培面積のうち生産方式革新事業活動に取り組む面積」の値を記載すること。
２　売上高で比較する場合は、単位を変更するとともに、項目を「目標年度における①の取組により生産した農産物の売上高」「目標年度における農業者等の行う生産方式革新事業活動により生産した農産物の売上高」に変更すること。また、飼養頭数で比較する場合も、項目及び単位を同様に変更すること。

５　確認事項
	□
	「農業支援サービス提供事業者が提供する情報の表示の共通化に関するガイドライン」に準拠していること

	□
	本計画に含まれる農業者等との継続的な取引を本計画の実施期間中に行う意向があること



（添付書類）
[bookmark: _Hlk173498811]以下の書類を添付すること。
[bookmark: _Hlk173499182]□　スマート農業技術活用サービス事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
□　スマート農業技術活用サービス事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約そのほか当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書面
□　スマート農業技術活用サービス事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書面）
□　スマート農業技術活用サービス事業者が行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの（以下「許認可等」という。）を必要とする事業を行うときは、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
□　取引契約書等の本計画に含まれる農業者との継続的な取引を行うことが確認可能な書類
□　促進措置で活用するスマート農業技術が組み込まれた農業機械等の性能等が確認できる書類
□　（令和７年度以降新たに発売される型式のものを導入する場合）安全性検査に合格したことがわかる書類

日本政策金融公庫の長期・低利の資金の貸付けの活用を希望する場合
□　別表２　促進措置に必要な資金の額及びその調達方法

税制特例（スマート農業技術活用投資促進税制）の活用を希望する場合
□　促進措置で活用する設備等の性能や販売開始日、単価等が確認可能な書類
□　本計画に含まれる農業者等に提供する生産方式革新事業活動に係るサービスが、農業者等の収益に応じた料金体系となっていることが確認可能な書類
□　前事業年度における減価償却費の額がわかる書類（上記損益計算書等の書類に記載されていれば可）

航空法の特例の活用を希望する場合
□　別表７　航空法の特例（法第10条関係）の適用に係る無人航空機の飛行に関する事項



別紙３

食品等事業者が行う促進措置に関する事項※
※計画に参加する食品等事業者ごとに記載すること。

	食品等事業者

	①氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　
（法人その他の団体の場合はその代表者の氏名：　　　　　　）
②住所又は主たる事務所の所在地：
③連絡先
・電話番号：　　　　　　　　　　　　　　
・E-mail：
・担当者名：
④業種：　


注１　個人の場合であって、「住所」が「主たる事務所の所在地」と異なるときには、「住所」及び「主たる事務所の所在地」を併記すること。

１　食品等事業者が行う促進措置の内容
	経営の状況
	

	農産物又は食品の製造、加工、流通又は販売の方式の導入の内容
	分類
	□
	イ
	スマート農業技術の活用による機械化体系に適合した製造等の方式の導入

	
	
	□
	ロ
	農業者等から提供を受けた生産方式革新事業活動に係るデータの有効な活用方法の導入

	
	
	□
	ハ
	農業者等が行う農産物の選別、調製等の農作業の代替及び効率的な実施方法の導入

	
	
	□
	ニ
	その他（スマート農業技術の活用を通じた農作業の効率化等の効果を発揮させる上で不可欠な農産物又は食品の製造等の方式の導入）

	
	内容
	

	[bookmark: _Hlk176471461]生産方式革新事業活動の取組との関連
	



２　設備等の導入に関する事項
※設備等の導入を行わない場合は記載不要。
	導入時期
	番号
	設備等の種類・名称／型式
	設備等の所在※注３
	単価
（千円）
	数量
	金額
（千円）
	特例
措置

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	合計
	
	


注１　「設備等」とは、機械・装置、器具・備品、プログラム、建物、建物附属設備、構築物のことをいう。
２　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 
３　スマート農業技術活用投資促進税制の活用を希望する場合に記載すること。
４　「特例措置」の欄には、当該設備等の導入に当たって活用予定の特例措置に応じて、下記の記号 （ア、イ）を記載すること。 
ア：スマート農業技術活用促進資金（日本政策金融公庫による融資）
イ：スマート農業技術活用投資促進税制

３　促進措置の用に供する設備等により提供する役務に関する事項
※設備等の導入を行わない場合は記載不要。
	番号
	新たに導入を行う設備等の名称
	目標年度における当該設備等が取り扱う
農産物の調達量※注３
	アの調達量の割合（％）
（ア/(ア＋イ)）

	
	
	本計画に含まれる農業者等からの調達
（ア）
	本計画外からの農産物の調達
（イ）
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注１　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
[bookmark: _Hlk178248319]２　「番号」の欄は、２の番号と対応するよう記載すること。
３　定量的に比較可能な量を記載すること。調達に係る金額などを記載することも可能。

４　税制特例（スマート農業技術活用投資促進税制）を活用する場合の特記事項
（１）取組面積等
【面積単位：ha】
	目標年度における農業者等の行う生産方式革新事業活動に係る作付面積※注１
（ウ）
	目標年度における農業者等の行う農業に係る総作付面積※注２
（エ）
	割合（％）
（ウ／エ）

	
	
	


注１　別記様式第２号の４（５）①の「対象品目の栽培面積のうち生産方式革新事業活動に取り組む面積」の値を記載すること。
２　別記様式第２号の６（２）の農業者等の行う農業の総作付面積のうち「目標年度」の値を記載すること。
３　売上高で比較する場合は、項目を「目標年度における農業者等の行う生産方式革新事業活動により生産した農産物の売上高」「目標年度における農業者等の行う農業により生産した農産物の総売上高」に変更すること。また、飼養頭数で比較する場合も、項目及び単位を同様に変更すること。

（２）取組内容
	農産物又は食品の製造、加工、流通又は販売の方式の導入の詳細（①）
	



【面積単位：ha】
	目標年度における①の取組に係る農産物の作付面積
（オ）
	目標年度における農業者等の行う生産方式革新事業活動に係る作付面積※注１
（カ）
	割合（％）
（オ／カ）

	
	
	


注１　別記様式第２号の４（５）①の「対象品目の栽培面積のうち生産方式革新事業活動に取り組む面積」の値を記載すること。
２　売上高で比較する場合は、単位を変更するとともに、項目を「目標年度における①の取組により生産した農産物の売上高」「目標年度における農業者等の行う生産方式革新事業活動により生産した農産物の売上高」に変更すること。また、飼養頭数で比較する場合も、項目及び単位を同様に変更すること。

[bookmark: _Hlk178248352]（３）農産物の取扱いに関する事項
	目標年度における生産方式革新事業活動により生産された農産物の生産量（t）
（キ）
	目標年度における生産方式革新事業活動により生産された農産物の取扱量（t）
（ク）
	調達量の割合（％）
（ク／キ）

	
	
	



（４）対象設備等に関する事項
①設備等の稼働状況
	番号
	特例の対象となる設備等の名称
	目標年度における当該設備等の稼働時間
	稼働時間の
割合（％）
（コ／ケ）

	
	
	全稼働時間
（ケ）
	４（２）の取組に係る稼働時間
（コ）
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注１　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
[bookmark: _Hlk178248614][bookmark: _Hlk178248760]２　「番号」の欄は、２の番号と対応するよう記載すること。

②設備等における農産物の取扱状況
	番号
	特例の対象となる設備等の名称
	目標年度における当該設備等が取り扱う
農産物の調達量※注３
	調達量の割合
（％）
（シ／サ）

	
	
	全調達（３のア＋イ）
（サ）
	４（２）の取組に係る調達
（シ）
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注１　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
２　「番号」の欄は、２の番号と対応するよう記載すること。
３　定量的に比較可能な量を記載すること。調達に係る金額などを記載することも可能。

５　確認事項
	□
	本計画に含まれる農業者等との継続的な取引を本計画の実施期間中に行う意向があること



（添付書類）
以下の書類を添付すること。
□　食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
□　食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約そのほか当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書面
□　食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書面）
□　食品等事業者が許認可等を必要とする事業を行うときは、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
□　取引契約書等の本計画に含まれる農業者との継続的な取引を行うことが確認可能な書類

[bookmark: _Hlk176419440]日本政策金融公庫の長期・低利の資金の貸し付けの活用を希望する場合
□　別表２　促進措置に必要な資金の額及びその調達方法

税制特例（スマート農業技術活用投資促進税制）の活用を希望する場合
□　導入する設備等の詳細が確認可能な書類
□　生産方式革新事業活動に係る農産物と同じ種別の品種又は品目を取り扱った既存の商品がないことを示す書類（過去２年間分）
□　取組農業者との直接の取引契約がある場合にあっては、その取引契約書等、間接的な取引関係がある場合は、取組農業者由来の農産物の取引数量や継続取引の方針を記載した取引契約書等
□　前事業年度における減価償却費の額がわかる書類（上記損益計算書等の書類に記載されていれば可）

航空法の特例の活用を希望する場合
□　別表７　航空法の特例（法第10条関係）の適用に係る無人航空機の飛行に関する事項



（別表２）

[bookmark: _Hlk166005302]促進措置に必要な資金の額及びその調達方法（法第12条関係）


氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　
注１　法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。
２　資金の貸付けを希望する者ごとに作成すること。

（金額単位：千円）　
	調達予定年度
	使途・用途
	事業費
	資金調達

	
	
	
	補助金
	スマート農業技術活用促進資金
	その他借入金・出資金
	その他（自己資金等）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注１　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
２　促進措置の用に供する設備等の導入のために必要な資金の額も含めて記載すること。
３　安全性検査の対象となっている農用トラクター（乗用型・歩行型）、田植機、コンバイン（自脱型）又は乾燥機（穀物用循環型）を導入する場合は、使途・用途の欄に販売開始日を記載すること。


（別表３）
生産方式革新事業活動の用に供する設備等の導入に関する事項

氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注１　法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。
　２　設備等を導入する農業者等ごとに記載すること。

１．設備等の導入に関する事項
	導入時期
	番号
	設備等の種類・名称／型式
	左記の
販売開始日※注３
	一体的な設備等※注４
	単価
（千円）
	数量
	金額
（千円）
	特例
措置

	○年度
	月
	1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	2 
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	○年度
	月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	合計
	
	


注１　「設備等」とは、機械・装置、器具・備品、プログラム、建物、建物附属設備、構築物のことをいう。
２　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。 
３　農業者等において、導入するスマート農業機械について税制特例の活用を希望する場合は、当該機械の販売開始日を記載すること。
４　スマート農業技術活用投資促進税制の対象となる機械等と一体的に整備する建物及びその附属設備並びに構築物がある場合は、「一体的な設備等」の欄に、当該建物等と一体的に整備する機械等の番号を記入すること。
５　「特例措置」の欄には、当該設備等の導入に当たって活用予定の特例措置に応じて、下記の記号 （ア、イ）を記載すること。 
ア：スマート農業技術活用促進資金（日本政策金融公庫による融資）
イ：スマート農業技術活用投資促進税制
６　施設を整備する場合には、必要事項を２に記載すること。

２．施設の整備に関する事項
（１）生産方式革新事業活動に係る施設の整備の内容
	番号
	施設の内容
	施設の用に供する土地

	
	施設の種類・用途等
	新設等の別
	建築
面積
	所在
	地番
	地目
	面積

	
	
	
	
	
	
	登記簿
	現況
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注１　記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。
２　「番号」の欄は、１の番号と対応するように記載すること。
３　「施設の種類・用途等」には、導入する施設の種類及び使用目的を記載すること。
４　「新設等の別」には、新築、改築、用途変更の別を記載すること。

（２）生産方式革新事業活動に係る施設の整備を行う期間
	番号
	整備を行う期間

	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日

	
	年　　月　　日～　　　年　　月　　日


注１　「番号」の欄は、（１）の番号と対応するように記載すること。

（添付書類）
 以下の書類を添付すること。
□　施設の規模及び構造を明らかにした図面

３　税制特例（スマート農業技術活用投資促進税制）を活用する場合の特記事項

労働生産性の向上に関する事項
	
	Ａ 現状
	Ｂ ５年後の目標
	変化率（％）
（Ｂ－Ａ）／Ａ）

	ａ 付加価値額
	
	
	

	ｂ 労働投入量
	
	
	

	労働生産性
（ａ／ｂ）
	
	
	



（添付書類）
 以下の書類を添付すること。
[bookmark: _Hlk176445418]□　設備等の性能や販売開始日、単価等が確認可能な書類
□　スマート農業技術活用投資促進税制の対象となる機械等と一体的に整備する建物及びその附属設備並びに構築物がある場合は、一体的に導入することが必要不可欠であることが確認可能な書類


（別表４）

[bookmark: _Hlk164178861]農地法の特例措置（法第９条関係）


氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注１　法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。
２　特例を活用する農業者等ごとに記載すること。


	１　土地の所在等
	土地の所在
	地番
	地目
	面積
	土地所有者
	耕作者

	
	
	
	登記簿
	現況
	
	氏名
	住所
	氏名
	住所

	
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	計
	㎡（田　　　　㎡　畑　　　　㎡）

	２　施設の面積等
	施設の面積等
	施設の面積
	㎡

	
	
	施設の棟高
	ｍ

	
	
	施設の軒高
	ｍ

	
	
	周辺農地から施設までの距離
	東側の農地からの距離
	ｍ

	
	
	
	西側の農地からの距離
	ｍ

	
	
	
	北側の農地からの距離
	ｍ

	
	
	
	南側の農地からの距離
	ｍ

	
	
	施設の被覆材
	素材の名称
	

	
	
	
	光を透過する素材か
	透過する・透過しない

	
	
	施設の構造
	（階数：　　）

	
	施設の設置に係る工事の時期等
	工事着工時期
	年　　　月

	
	
	工事完了時期
	年　　　月

	
	
	栽培開始時期
	年　　　月

	３　施設を設置することによって生ずる周辺農地への被害の防除措置の概要
	

	４　施設の設置に必要な行政庁の許認可等
	許認可等の名称
	
	
	

	
	許認可等の申請の有無
	
	
	

	
	許認可等の時期
	
	
	

	
	許認可等の担当部局
	
	
	

	５　申請に当たり同意する事項
	□　私は、申請に係る施設において農作物の栽培が行われていない場合や、農作物の栽培が適正に行われていないと認められる場合において、農業委員会からその是正について指導を受けたときは、施設の改築その他の適切な是正措置を講ずることについて同意します。
□　私は、申請に係る施設の設置によって周辺農地に係る日照に影響を及ぼす場合や、当該施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼす場合など、周辺農地に係る営農条件に支障が生じた場合において、農業委員会からその是正について指導を受けたときは、適切な是正措置を講ずることについて同意します。

	６　法人の場合業務の内容
	

	７　備考
	


（記載要領）
１　「施設の面積」欄には、施設の底面の面積を記載してください。
２　「施設の棟高」欄には、施設の設置される敷地の地盤面（施設の設置に当たって30cm以下の基礎を施工する場合には、当該基礎の上部をいう。以下同じ。）から施設の棟までの高さを記載してください。
    また、「軒高」は、施設の設置される敷地の地盤面から施設の軒までの高さを記載してください。
３　「施設の構造」欄には、施設の種類（鉄骨ハウス、低コスト耐候性ハウス、鉄骨パイプハウス、完全人工光型植物工場等）及び括弧内に施設の階数を記載してください。
４　「農作物栽培高度化施設を設置することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要」欄には、事業又は施設の種類、数量及び面積、その事業又は施設に係る取水又は排水施設等について具体的に記入してください。
５　「申請に当たり同意する事項」について確認し、同意する場合には□をチェックしてください。チェックしない場合、認定されません。
　　また、「農作物の栽培が行われていない場合や、農作物の栽培が適正に行われていないと認められる場合」とは、申請書に添付される営農計画書上、申請に係る施設において農作物の栽培が行われているべき時期において、
ア　農作物の栽培が行われていない場合
イ　農作物の栽培を行う面積が、当該営農計画書に記載されたものから概ね２割以上縮小している場合
のいずれかに該当する場合をいいます。
    これらに該当した場合には、農地法第44条に規定する農作物栽培高度化施設において農作物の栽培を行うべき旨の勧告の対象となり、当該勧告に従わない場合には、農地法第４条に違反するものとして、都道府県知事等の原状回復命令等の措置が講じられる可能性があります。

（添付書類）
 以下の書類を添付すること。

□　法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し（当該特例措置の適用を受けようとする農業者等が法人である場合）
□　土地の登記事項証明書
□　当該措置に係る施設の位置、当該施設の配置状況及び農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）第88条の３第４号において掲げる標識の位置を示す図面
□　当該措置に係る施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合には、周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農地法施行規則第88条の２第２項第４号の規定に基づき農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面（農作物栽培高度化施設の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆う場合は不要）
□　別表５　規則第３条第２項第４号ホに規定する営農に関する計画
□　別表６　所有権者からの同意書（当該措置に係る土地について、所有権を有する場合は不要）
□　当該河川又は用排水路の管理者の同意があったことを証する書類（当該措置に係る施設から生ずる排水を河川又は用排水路に放流する場合）
□　当該措置に係る施設の設置に当たって、行政庁の許認可等を必要とする場合、当該行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあることを証する書面
□　当該措置に係る施設が農地法施行規則第88条の３第２号ロに掲げるその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障を生ずるおそれがある場合、当該支障が生じないことを証する書類



（別表５）

規則第３条第２項第４号ホに規定する営農に関する計画

令和　　年　　月　　日


１　土地の所在等
	土地の所在
	地番
	面積

	
	
	㎡

	
	
	㎡

	計
	
	㎡



２　施設における営農に関する計画等

	(1)施設内において栽培する農作物の作目及び栽培方法
	作目
	

	
	栽培方法
	

	
	栽培面積
	㎡

	(2)施設内で栽培する農作物の生産量及び販売量
	年間生産量
	ｔ

	
	年間販売量
	ｔ

	
	
	主たる販売先
	

	(3)年間の農作物の栽培計画
	月
	１月
	２月
	３月
	４月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	10月
	11月
	12月

	
	内容
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4)施設の設置に係る資金調達の計画
	自己資金
	補助金
	その他
	合計
	補助事業の名称
及び担当部局

	
	千円
	千円
	千円
	千円
	

	(5)施設の排水を排出する河川等
	河川等の名称
	

	
	河川等管理者
	


（記載要領）
１　「栽培方法」は、施設内における栽培方法（養液栽培、栽培棚による土耕栽培等）を記載してください。
２　「栽培面積」は、施設の底面のうち農作物の栽培設備の用に供される部分の面積を記載してください。
３　「年間の農作物の栽培計画」欄には、作目ごとに農作物の栽培を行っている期間と栽培を行っていない期間を記載してください。
４　「年間生産量」及び「年間販売量」は目標年度のものを記載してください。


（別表６）

所有権者からの同意書

令和　　年　　月　　日


住所
氏名

私は、所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する土地に、農地法第43条第１項に規定される農作物栽培高度化施設が設置されることについて、下記のとおり同意します。

記

１　土地の所在等
	土地の所在
	地番
	面積
	権利の種類

	
	
	㎡
	

	
	
	㎡
	

	計
	
	㎡
	



２　同意する事項
私は、１に記載の土地に農地法第43条第１項に規定する農作物栽培高度化施設が設置されることについて、以下の【留意事項】を承知した上で、同意します。

【留意事項】以下の記載事項を確認した上で、□をチェックしてください。
□①　農作物栽培高度化施設が設置された後、当該施設において農作物の栽培が行われないことが確実となった場合、当該土地は違反転用状態になるとともに、当該土地の所有者においては、農地法第２条の２の規定に基づき、農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないこと、また、遊休農地に関する措置の対象になり得ること。

□②　①に関して、賃借人が撤退した場合の混乱を防止するため、
ア　土地を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるか
イ　原状回復の費用は誰が負担するか
ウ　原状回復がなされないときの損害賠償の取り決めがあるか
エ　貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払いの取り決めがあるか
について、土地の賃貸借契約において明記することが適当であること。

（記載要領）
法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。



[bookmark: _Hlk177585567]（別表７） 
 　　　年　　　月　　　日
航空法の特例（法第10条関係）の適用に係る無人航空機の飛行に関する事項
☐新規　　　☐変更※１

	飛行の目的
	農林水産業

	立入管理措置
	□補助者の配置　☐立入管理区画の設定　□立入禁止区画の設定
☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	飛行の日時
	生産方式革新事業活動の実施期間

	飛行の経路
（飛行の場所）
	認定生産方式革新実施計画に従って行う生産方式革新事業活動を実施する場所

	飛行の高度
	地表等からの高度
	150ｍ未満
	海抜高度
	　　―　　

	申請事項及び理由




	飛行禁止
空域の飛行（第132条の85関係）
	☐人又は家屋の密集している地域の上空

	
	
	【飛行禁止空域を飛行させる理由】
□飛行の目的と同じ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	飛行の方法（第132条の86関係）
	☐夜間飛行　　　☐目視外飛行
☐人又は物件から30ｍ以上の距離が確保できない飛行
☐危険物の輸送　　　☐物件投下

	
	
	【第132条の86第２項第１号から第３号まで、第５号又は第６号に掲げる方法によらずに飛行させる理由】
□飛行の目的と同じ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	無人航空機の登録記号又は試験飛行を行う場合の届出番号
	登録記号等
	

	
	☐別添資料のとおり。
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。

	無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項
	機体認証書番号※２
	☐第一種
	

	
	
	☐第二種
	

	
	型式認証書番号※２
	☐第一種
	

	
	
	☐第二種
	

	
	☐別添資料のとおり。
☐申請する飛行の内容が使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内であることを確認した。※２
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。

	無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
	無人航空機を飛行させる者
	

	
	住所
	

	
	
技能証明
※３
	技能証明書番号
	

	
	
	区分
	☐一等
	☐二等

	
	
	限定事項
	種類
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	総重量
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	飛行の
方法
	
	


	


	


	


	



	
	☐別添資料のとおり。
☐申請する飛行の内容が区分及び限定事項の範囲内であることを確認した※３。
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。

	無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
	☐航空局標準マニュアルを使用する。
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。

	その他参考となる事項
	【変更申請に関する現に有効な情報】
　　認定番号：
　　認定日：　 

	
	【第三者賠償責任保険への加入状況及び賠償能力の有無】
☐加入している（☐対人　☐対物）
保険会社名：
商　品　名：
　　補償金額：（対人）　　　　（対物）
☐加入していない
→　賠償能力　☐有　内容（　　　　　　　　　　）
　☐無

	備　　　考
	【緊急連絡先】
　担当者　：
　電話番号：



※１　変更申請とは、認定を取得した後に「無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項」、「無人航空機の機能及び性能に関する事項」、「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」又は「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の内容の一部を変更する場合の申請。
※２　機体認証書番号及び型式認証書番号の項目については、これらを有している場合にのみ記載する。その場合において、（別添１）の添付を省略することができる。 ただし、この場合においては、申請する飛行の内容が使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内であることを確認すること。
※３　無人航空機操縦者技能証明の項目については、有している場合にのみ記載する。その場合において、（別添２）の添付を省略することができる。ただし、この場合においては、申請する飛行の内容が区分及び限定事項の範囲内であることを確認すること。なお、総重量は最大離陸重量とする。 

（添付書類）
以下の書類を添付すること。

□　別添１　（機体認証書番号及び型式認証書番号を記載している場合は不要）
□　別添２　（無人航空機操縦者技能証明の項目を記載している場合は不要）
□　別添３　（無人航空機を飛行させる者が複数名の場合）



（別添１）
無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書


１．飛行させる無人航空機に関する事項を記載すること。
	登録記号等
	

	製造者名
	
	型式又は名称
	

	総重量※１
	
	
	

	

機体認証書番号
	☐第一種
	
	

型式認証書番号

	☐第一種
	

	
	☐第二種
	
	
	☐第二種
	

	
	☐申請する飛行の内容が、使用条件等指定書の範囲内であることを確認した。
	
	☐申請する飛行の内容が、無人航空機飛行規程の範囲内であることを確認した。



２．ホームページ掲載無人航空機の場合には、改造の有無を記載し、「改造している」場合には、４．の項も記載すること。※２

改造の有無　　：　☐改造していない 　/　 ☐改造している（→４．を記載）

３．個別の機体認証無人航空機において使用条件等指定書に従わない場合又は型式認証無人航空機において無人航空機飛行規程に従わない場合には、４．の項を記載すること。


４．ホームページ掲載無人航空機に該当しない場合又はホームページ掲載無人航空機であっても改造を行っている場合に加え、機体認証無人航空機においては使用条件等指定書に従わない場合又は型式認証無人航空機においては無人航空機飛行規程に従わない場合には、次の内容を確認すること。※３


	確認事項
	確認結果

	一般
	鋭利な突起物のない構造であること（構造上、必要なものを除く。）。
	☐適 / ☐否

	
	無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。
	☐適 / ☐否

	
	無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。
	☐適 / ☐否

	遠隔操作の機体※４
	特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転翼機）、下降等）ができること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	自動操縦の機体※５
	自動操縦システムにより、安定した離陸及び着陸ができること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転翼機）、下降等）ができること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず


※１　申請を行う飛行形態の形態で確認すること。ただし、それが困難な場合には、最大離陸重量を記載すること。
※２　改造記録を証明する参照資料として、飛行日誌（点検・整備記録）の写しを添付することができる。
※３　４．の項を記載する場合には、無人航空機の運用限界（最高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大搭載可能重量、最大使用可能時間　等）及び無人航空機を飛行させる方法（点検・整備の方法を含む。）が記載された取扱説明書等を確認したうえで選択すること。
※４　遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。遠隔操作を行わない場合には「該当せず」を選択すること。
※５　自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。自動操縦を行わない場合には「該当せず」を選択すること。

（添付資料）
以下の書類を添付すること。

□　別添４　（総重量25kg以上の無人航空機の場合）
□　別添５　（航空法の特例を利用する事項に応じて添付）
□　改造記録を証明する参考資料（飛行日誌（点検・整備記録）の写し等）　（無人航空機の改造を行っている場合）



（別添２）
無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
	無人航空機を
飛行させる者
	

	無人航空機
操縦者
技能証明
	技能証明書番号
	

	
	区分
	☐一等
	☐二等

	
	限定事項
	種類
	
	
	
	
	
	

	
	
	総重量※１
	
	
	
	
	
	

	
	
	飛行の方法
	
	


	


	


	


	



	
	☐申請する飛行の内容が区分及び限定事項の範囲内であることを確認した。



	確認事項
	確認結果

	飛行経歴
	無人航空機の種類別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。※２
	☐適 / ☐否

	知　識
	航空法関係法令に関する知識を有すること。
	☐適 / ☐否

	
	安全飛行に関する知識を有すること。
・飛行ルール（飛行の禁止空域、飛行の方法）
・気象に関する知識
・無人航空機の安全機能（フェールセーフ機能　等）
・取扱説明書等に記載された日常点検項目
・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書等に記載された日常点検項目
・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準
	☐適 / ☐否

	能　力
	一般
	飛行前に、次に掲げる確認が行えること。
・周囲の安全確認（第三者の立入の有無、風速・風向等の気象　等）
・燃料又はバッテリーの残量確認
・通信系統及び推進系統の作動確認
	☐適 / ☐否

	
	遠隔操作の機体※３
	GPS等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。
	☐適 / ☐否

	
	
	GPS等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。
・上昇
・一定位置、高度を維持したホバリング（回転翼機）
・ホバリング状態から機首の方向を90°回転（回転翼機）
・前後移動
・水平方向の飛行（左右移動又は左右旋回）
・下降
	☐適 / ☐否

	
	自動操縦の機体※４
	自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。
	☐適 / ☐否

	
	
	飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。
	☐適 / ☐否


※１　総重量は最大離陸重量とする。
※２　飛行経歴を証明する参照資料として、飛行日誌（飛行記録）の写しを添付することができる。
※３　遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。遠隔操作を行わない場合には「遠隔操作の機体」の欄の確認結果について記載は不要。
※４　自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。自動操縦を行わない場合には「自動操縦の機体」の欄の確認結果について記載は不要。


上記の確認において、基準に適合していない項目がある場合には、下記の表に代替的な安全対策等を記載し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないことを説明すること。
	項目
	代替的な安全対策等及び安全が損なわれるおそれがないことの説明

	



	


記載内容が多いときは、別紙として添付すること。

（添付資料）
以下の書類を添付すること。

□　別添６
□　飛行経歴を証明する参考資料（飛行日誌（飛行記録）の写し）


（別添３）

無人航空機を飛行させる者一覧

	No
	氏　名
	住所
	技能証明書番号
	区分
	限定事項

	
	
	
	
	
	種類
	総重量
	飛行の方法

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




☐　無人航空機操縦者技能証明を保有する者について、申請する飛行の内容が区分及び限定事項の範囲内であることを確認した。



（別添４）
総重量25kg以上の無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

無人航空機の登録記号：
	確認事項
	確認結果

	(1)
	実施しようとする飛行において想定される気象条件その他の運用条件を設定し、当該条件下において、安定した離陸、着陸及び飛行ができること。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(2)
	機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪影響を与えないものである。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(3)
	発動機、モーター又はプロペラ（ローター）が故障した後、これらの破損した部品が飛散するおそれができる限り少ない構造である。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(4)
	事故発生時にその原因調査をするための飛行諸元を記録できる機能を有している。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(5)
	次表の想定される不具合モードに対し適切なフェールセーフ機能を有している。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



	想定される不具合モード

	通信系統
	・電波状況の悪化による通信不通
・操縦装置の故障
・他の操縦装置との混信
・送受信機の故障

	推進系統
	発動機の場合
	・発動機の出力の低下又は停止
・不時回転数上昇

	
	電動の場合
	・モーターの回転数の減少又は停止
・モーターの回転数上昇

	電源系統
	・機体の主電源消失
・操縦装置の主電源消失

	自動制御系統
	・制御計算機の故障





（別添５）
無人航空機の追加基準への適合性

無人航空機の登録記号：

○人又は家屋の密集している地域の上空を飛行
○人及び物件との距離３０ｍを確保できない飛行
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有している。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず
/ ☐飛行マニュアルに適合



○夜間飛行
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有している。又は無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○目視外飛行
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(2)
	地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できる（不具合発生時に不時着した場合を含む。）。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(3)
	不具合発生時に危機回避機能（フェールセーフ機能）が正常に作動する。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○危険物の輸送
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	危険物の輸送に適した装備が備えられている。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○物件の投下
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	不用意に物件を投下する機構でない。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず






（別添６）
無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性

無人航空機を飛行させる者は、申請する飛行の内容に該当する飛行形態に応じた次の要件にそれぞれ適合していることを確認した。

○人又は家屋の密集している地域の上空を飛行
○人及び物件との距離３０ｍを確保できない飛行
	確認事項
	確認結果

	(1)
	意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○夜間飛行
	確認事項
	確認結果

	(1)
	夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



〇目視外飛行
	確認事項
	確認結果

	(1)
	モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること及び飛行経路周辺において無人航空機を安全に着陸させることができる。
	☐適 / ☐否



○危険物の輸送
	確認事項
	確認結果

	(1)
	意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○物件の投下
	確認事項
	確認結果

	(1)
	５回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず






（別表８）

野菜生産出荷安定法の特例措置


氏名又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
注１　法人その他の団体の場合には名称及び代表者の氏名を記載すること。
２　特例を活用する農業者等ごとに記載すること。


	農業者又は
農業者の組織する団体
	農業経営体数
	作付面積（ha）
	指定野菜の種別
	契約に係る供給の期間

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	　合　計
	
	
	



（添付書類）
　以下の書類を添付すること。

（１）産地連携野菜供給契約の契約書の写し
なお、契約書には、以下の全ての事項が定められていること。
①　契約の対象となる指定野菜の種別
②　農業者又は農業者の組織する団体ごとの①の指定野菜の供給の期間
③　実需者に供給しようとする指定野菜の数量及び価格に関する事項
④　③の指定野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項
⑤　その他必要な事項
（２）産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第７条に定める面積に達していることを証する書面
　




（別表９）

食料システム構築計画のみなし措置に関する事項

１　対象品目とそのニーズに関する分析
	品目
	ニーズに関する分析

	
	


注：記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。

２　農業者等と食品等事業者が協働で安定的な農産物の生産・供給に取り組むに当たっての現状と課題
（※農業者等及び食品等事業者が実施している３つの機能について記載が必須）
	機能
	現状と課題

	（１）農産物の生産安定・効率化機能
	

	（２）農産物の供給調整機能
	

	（３）実需者ニーズ対応機能
	



３　実施する取組内容（※１つ以上の機能の具備・強化が必須）
	機能
	取組

	（１）農産物の生産安定・効率化機能
	

	（２）農産物の供給調整機能
	

	（３）実需者ニーズ対応機能
	



４　農業者等の農産物の生産の安定・効率化に資する効果
	



（添付書類）
以下の書類を添付すること。

□　食料システム構築計画に係る承認規程別紙様式第２号－１
□　参画の同意が確認できる書

    別記様式第２号 （ 法 第 ７ 条関係 ）     生産方式革新 実施 計画     １   申請者の概要  

申請者（代表者）  

①   氏名又は名称：     （法人その他の団体の場合はその代表者の氏名：         ）     ②   住所又は主たる事務所の所在地：       ③   連絡先   ・電話番号：   ・ E - mail ：   ・担当者名：（法人の場合）  

申請者  

①   氏名 又は名称：     （法人その他の団体の場合はその代表者の氏名：         ）     ②   住所又は主たる事務所の所在地：       ③   連絡先   ・電話番号：   ・ E - mail ：   ・担当者名：（法人の場合）  

申請者  

①   氏名 又は名称：     （法人その他の団体の場合はその代表者の氏名：         ）     ②   住所又は主たる事務所の所在地：       ③   連絡先   ・電話番号：   ・ E - mail ：   ・担当者名：（法人の場合）  

注 １   記入欄が足りない場合には、欄を繰り返し設けて記載すること。   ２   申請者が個人の場合であって、「住所」が「主たる事務所の所在地」と異なるときには、 「住所」及び「主たる事務所の所在地」を併記すること。   ３   特例 措置を活用する 者 は、 各々 の 者ごとの 計画内容を別紙１で整理すること。    

